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令和６年第３回長万部町議会臨時会（第１日目）

◎招集年月日 令和６年 ５月２４日（金）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和６年 ５月２４日（金） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（１０名）

１番 辻 義 雄 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也

副 町 長 佐 藤 英 代 消 防 長 沼 田 明 宏

総 務 課 長 佐 藤 久 病 院 事 務 長 本 前 武 広

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病院事 業推進 室長 加 藤 典 明

税 務 課 長 田 中 浩 教 育 長 近 藤 英 隆

町 民 課 長 田 野 憲 哉 学 校 教 育 課 長 神 野 隆 之

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 社 会 教 育 課 長 米 代 剛

産 業 振 興 課 長 小 川 洋 農業委員会事務局長 小 川 洋

建 設 課 長 上 野 訓

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 増 田 理 恵

事 務 局 主 幹 佐々木 学

議 事 係 川 村 界 斗
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 承認第１号 専決処分の承認について

（長万部町税条例の一部を改正する条例)

日程第４ 承認第２号 専決処分の承認について

（長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

日程第５ 承認第３号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第14号））

日程第６ 承認第４号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第15号））

日程第７ 議案第１号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その１））

日程第８ 議案第２号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その２））

日程第９ 議案第３号 財産の取得について

（ロータリー除雪専用車）

日程第10 議案第４号 令和６年度長万部町一般会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第５号 令和６年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第６号 令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第７号 令和６年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第８号 令和６年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第９号 令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第16 報告第１号 令和５年度長万部町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越に

ついて

日程第17 報告第２号 令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計繰越明許費に係る

歳出予算の繰越について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和６年第３回長万部町議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長（増田理恵） 諸般の報告をいたします。

監査委員から２月、３月分の例月出納検査結果報告書が提出されましたので、その写しをお手元

に配付いたしました。

次に、本臨時会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長その他執行機関及びそれぞれ委

任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において４番大谷議員、８番高橋議

員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思いますがこれにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。

◎承認第１号 専決処分の承認について

（長万部町税条例の一部を改正する条例）

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、承認第１号専決処分の承認について（長万部町税条例の一部

を改正する条例）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中税務課長。

○税務課長（田中浩） ただいま上程されました、承認第１号専決処分の承認について、その内

容をご説明いたします。
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この専決処分は、長万部町税条例の一部を改正する条例であります。地方税法等の一部を改正

する法律が令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、令和６年３月３１日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会の承

認をお願いするものであります。

今回の改正は、職権による減免を可能する規定の追加、個人の町民税の特別税額控除に係る規

定の追加、町民税、固定資産税に係る規定の整備、その他、税制改正に伴う条文の整備や文言の

整理等を行うものであります。

議案には、１頁から２４頁までの新旧対照表と、１頁から４頁までの一部改正の概要を添付し

ております。改正内容につきましては、一部改正の概要によりご説明いたします。

１頁をご覧ください。第３４条の７は、寄附金税額控除で、公益信託に関する法律の改正に伴

い所得税法の規定の見直しに伴う規定の整備であります。

第５１条は、町民税の減免で、職権による減免を可能とする規定を追加するものであります。

第５６条は、法律改正に伴う規定を整備するものであります。

第７１条は、固定資産税の減免、第１３９条の３は、特別土地保有税の減免で、職権による減

免を可能する規定を追加するものであります。

附則第４条の２は、公益信託に関する法律の改正に伴い、削除するものであります。

附則第７条の５の、令和６年度分個人の町民税の特別税額控除から、２頁の附則第７条の８、

令和７年度分の個人の町民税の課税の特例までは、個人の町民税の特別税額控除（いわゆる定額

減税）に係る規定を追加するものであります。

附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例で、特別税額控除の算

定に用いる所得の額の読替規定であります。

附則第１０条の２は、法附則第１５条第２項第５号等の条例で定める割合で、再生可能エネル

ギー発電設備に係る課税標準の特例措置及び居心地が良く歩きたくなるまちなか創成のための課

税標準の特例割合を定める規定を追加するものであります。

附則第１０条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定を適用とする者がすべき申

告で、認定長期優良住宅に係る特例について、申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当

すると認められる場合には特例を適用できることとする規定を追加するものであります。

附則第１１条の、土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税

の特例に関する用語の意義から３頁の附則第１５条の、特別土地保有税の課税の特例までは、年

度の更新であります。

附則第１６条の３の、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例から４頁の附則

第２０条の３、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例までは、特

別税額控除の対象となる所得割の額に分離課税分に係る所得割の額を含める読替規定を追加する

ものであります。

附則第１１条は、施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行し、各号に掲げる規定は、

各号に定める日から施行するという規定であります。

附則第２条から附則第３条は、町民税、固定資産税に係る経過措置をそれぞれ規定するもので

あります。

以上がただいま上程されました、承認第１号長万部町税条例の一部を改正する条例の内容であ
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ります。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） 田中税務課長。

○税務課長（田中浩） 「附則第１条」というところを「附則第１１条」と発言しましたので、「附

則第１条は、施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行し、各号に掲げる規定は、各号

に定める日から施行するという規定であります。」に訂正いたします。

○議長（柏倉恵里子） 今訂正の箇所でご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それではまず、これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。

◎承認第２号 専決処分の承認について

（長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、承認第２号専決処分の承認について（長万部町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中税務課長。

○税務課長（田中浩） ただいま上程されました、承認第２号専決処分の承認について、内容を

ご説明いたします。

専決処分いたしました事項は、長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、令和６年３月３１日付で専決処分をしましたので、同条第

３項の規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の改正は、国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引

上げ措置を行うものであります。改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明

いたします。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更を要する内容であります。

１頁をご覧ください。長万部町国民健康保険税条例新旧対照表で、第２３条第１項は、国民健

康保険税の減額で、同項第２号中、「２９万円」を「２９万５,０００円」に改め、同項第３号中

「５３万５,０００円」を「５４万５,０００円」に改め、減額措置に係る軽減判定所得の基準の

見直しを行うものであります。これは、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判

定基準について、５割軽減の基準については、被保険者数及び特定同一世帯所属者に乗ずる金額

を５,０００円増額の２９万５,０００円とし、２割軽減額の基準については、被保険者数及び特
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定同一世帯所属者に乗ずる金額を１万円増額の５４万５,０００円とするものであります。

２頁をご覧ください。附則第１条は施行期日で、この条例は、令和６年４月１日から施行する。

附則第２項は適用区分で、改正後の長万部町国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例によるものであります。

以上がただいま上程されました、承認第２号長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の内容であります。ご承認のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

辻議員。

○議員（３番 辻紀樹） 今の附則の部分で、「項」って聞こえたんですけど、「条」の間違いじ

ゃないでしょうか。

○議長（柏倉恵里子） 訂正ですね。

田中税務課長。

○税務課長（田中浩） 説明の誤りで、訂正させてください。「第２項」と説明しましたけど、「第

２条」の誤りであります。「附則第２項」と説明しましたけども、「附則第２条」の誤りでありま

す。訂正お願いします。

○議長（柏倉恵里子） ただいま訂正の申し出がありましたが、申し出のとおり訂正することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議ありませんのでそのように訂正いたします。

ほかに質問ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。

◎承認第３号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１４号））

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、承認第３号専決処分の承認について（令和５年度長万部町一

般会計補正予算（第１４号））の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、承認第３号専決処分の承認について、その内

容をご説明いたします。
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この専決処分は、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１４号）であります。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和６年３月１９日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項

の規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ１,３８０万円を追加し、補正後の予算総額を７０億１,６

７３万７,０００円とするものであります。専決処分いたしました予算内容につきましては、補正

予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

農林水産業費１,３８０万円の追加は、農地費の負担金・補助及び交付金で、営農用水移設工事

に係る新幹線工事負担金であります。

歳入では、繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業基金繰入金で、歳出同額の１,３８０万円を

追加しました。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１４号）の内容であ

ります。ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁で

す。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。

◎承認第４号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１５号））

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、承認第４号専決処分の承認について（令和５年度長万部町一

般会計補正予算（第１５号））の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、承認第４号専決処分の承認について、その内

容をご説明いたします。

この専決処分は、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１５号）であります。地方自治法

第１７９条第１項の規定により、令和６年３月２９日付で専決処分をいたしましたので、同条第

３項の規定により、議会の承認をお願いするものであります。

専決処分いたしました補正予算（第１５号）は、本年第１回町議会定例会の一般会計補正予算

（第１２号）の説明の中で、譲与税等の決定は例年どおり年度末となる見込みのため、専決処分

をせざるを得ない旨ご説明しておりましたが、このたび最終決定等がありましたので、専決処分

をいたしました。
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今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ８,６４０万６,０００円を追加し、補正後の予算総額を

７１億３１４万３,０００円とするものであります。専決処分いたしました予算内容につきまして

は、補正予算書に添付しております概要により、歳入からご説明いたします。

地方譲与税は６７万７,０００円の追加で、内訳は、地方揮発油譲与税が３８万８,０００円の

減額、自動車重量譲与税が１０６万９,０００円の追加、森林環境譲与税が４,０００円の減額で

あります。

利子割交付金は１２万４,０００円の減額、配当割交付金は１２万４,０００円の追加、株式等

譲渡所得割交付金は１４万７,０００円の減額、法人事業税交付金は２３８万８,０００円の追加、

地方消費税交付金は１,０５４万６,０００円の追加、環境性能割交付金は２６６万６,０００円の

追加、地方特例交付金は５１万７,０００円の減額、地方交付税の特別交付税は６,７７２万１,０

００円の追加、交通安全対策特別交付金は１０万１,０００円の追加で、それぞれ、交付額確定に

よるものであります。

国庫支出金の土木費国庫補助金、除雪事業２４１万８,０００円の追加は、社会資本整備総合交

付金の追加交付によるものであります。

自動車取得税交付金は、５５万３,０００円の計上であります。当該交付金は、令和元年９月末

で廃止となったことから、これまで収入はございませんでしたが、自動車取得税の滞納繰越分な

どの収入があったことにより、このたび交付金として交付されたものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。総務費、一般管理費、積立金は、８,６４１万円の追加

で、今回の補正で生じた財源を、後年度以降の財源調整のため、財政調整基金に積み立てするも

のであります。この積立をしたあとの令和５年度末当基金残高見込額は、４億９,２６９万１,０

００円となります。

農林水産業費、林業総務費、積立金は４,０００円の減額で、森林環境譲与税の譲与額確定に伴

う減額であります。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第１５号）の内容で

あります。ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。５頁か

ら９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。
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◎議案第１号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その１））

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第１号工事請負契約の締結について（町営住宅（仮称）

新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その１））の件を議題といたします。説明員に提案理由

の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第１号工事請負契約の締結について、提

案理由と内容をご説明いたします。

このたびの工事請負契約の締結の提案理由は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

５,０００万円以上の工事請負契約をする場合は、議会の議決を得なければならないとされており、

提案するものであります。議案の内容につきましては、議案の中の表で示しております。

契約の目的は、町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その１）であります。

工事概要につきましては、木造平屋建て４棟８戸であり、内訳として、Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟につ

きましては、各棟１ＬＤＫ２戸、各棟の延べ床面積１３２.６６平方メートル、Ｄ棟につきまして

は、１ＬＤＫ１戸、２ＬＤＫ１戸、延べ床面積１５３.３６平方メートルであります。

工事場所につきましては、長万部町字長万部４１１番地４ほかであります。

本工事につきましては、去る５月１５日、指名業者９社で入札を執行したところ、議案のとお

り落札いたしました。 契約金額は、１億８,６４０万円、契約の相手方は、山越郡長万部町字長

万部１８２番地、株式会社山本組、代表取締役阿部博之であります。

また、この工期は令和７年３月１０日までとなっております。なお、落札率については、９８.

２０パーセントであります。

以上が、議案第１号工事請負契約の締結についての提案理由と内容の説明であります。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 工事請負契約の締結について

（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その２））
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○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第２号工事請負契約の締結について（町営住宅（仮称）

新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その２））の件を議題といたします。説明員に提案理由

の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第２号工事請負契約の締結について、提

案理由と内容をご説明いたします。

このたびの工事請負契約の締結の提案理由は、議案第１号と同様の理由により提案するもので

あります。議案の内容につきましては、議案の中の表で示しております。

契約の目的は、町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第１工区 建築主体その２）であります。

工事概要につきましては、木造平屋建て３棟６戸であり、内訳として、Ｈ棟・Ｊ棟につきまし

ては、各棟１ＬＤＫ１戸、２ＬＤＫ１戸、各棟の延べ床面積につきましては１５３.３６平方メー

トルであります。Ｉ棟につきましては、１ＬＤＫ２戸、延べ床面積１３２.６６平方メートルであ

ります。

工事場所は、長万部町字長万部４１１番地４ほかであります。

本工事につきましては、去る５月１５日、指名業者９社で入札を執行したところ、議案のとお

り落札いたしました。契約金額は、１億４,５１７万３,０００円、契約の相手方は、山越郡長万

部町字長万部４２１番地４、有限会社上川建設、代表取締役上川英兒であります。

また、この工期は令和７年３月１０日までとなっております。なお、落札率につきましては、

９８.３０パーセントであります。

以上が、議案第２号工事請負契約の締結についての提案理由と内容の説明であります。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 財産の取得について

（ロータリー除雪専用車）

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第３号財産の取得について（ロータリー除雪専用車）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第３号財産の取得について、提案理由と
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内容をご説明いたします。

このたびの財産の取得の提案理由は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の財産を

取得する場合は、議会の議決を得なければならないとされており、提案するものであります。議

案の内容につきましては、議案の中の表で示しております。

財産の取得はロータリ除雪専用車であります。この取得財産の主な概要につきましては、全長

７.９５メートル、全幅２.６０メートル、全高３.５７メートル、車輌総重量１３.８５トン、最

高出力２６０キロワット、最大除雪幅２.３７メートル、乗車定員２名であります。

本財産につきましては、去る４月２２日、指名業者２社の入札で執行したところ、議案のとお

り落札いたしました。取得金額は６,１６０万円、取得の相手方は、北斗市追分３丁目２番３号、

北海道川崎建機株式会社、函館支店支店長奈良敬之であります。

また、納入期限は、令和６年１１月２９日までとなっております。なお、落札率につきまして

は、９３.４５パーセントであります。

以上が、議案第３号財産の取得についての提案理由と内容の説明であります。よろしくご審議

のほど、お願い申し上げます。以上です。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第４号 令和６年度長万部町一般会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、議案第４号令和６年度長万部町一般会計補正予算（第１号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第４号令和６年度長万部町一般会計補

正予算（第１号）について、その内容をご説明いたします。

今回補正する主なものは、会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う職員手当等の追加などで、

歳入歳出にそれぞれ１億７万２,０００円を追加し、補正後の予算総額を６１億１,７０７万２,０

００円とするものであります。内容は補正予算書に添付しております概要により歳出からご説明

いたします。

議会費３４万１,０００円の追加は職員手当等で、会計年度任用職員に係る期末手当６,０００

円、勤勉手当３３万５,０００円の追加であります。
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総務費は、３４９万８,０００円の追加であります。一般管理費、職員手当等３３万８,０００

円の追加は、会計年度任用職員に係る期末手当６,０００円、勤勉手当３３万２,０００円の追加、

共済費９３万７,０００円の追加は、勤勉手当の支給に伴う社会保険料８４万３,０００円、雇用

保険料７万３,０００円、労災保険料２万１,０００円の追加であります。

企画費、職員手当等２２万１,０００円の追加は、会計年度任用職員に係る勤勉手当、積立金４

０万円の追加は、新幹線工事に伴う営農用水施工監理業務の事務費を北海道新幹線建設関連補償

事業基金に積み立てるもので、歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１,０１４万

１,０００円のうち、４０万円を計上いたしました。

交通安全対策費、職員手当等６２万２,０００円の追加は、会計年度任用職員に係る期末手当１

８万１,０００円、勤勉手当４４万１,０００円の追加。ガス・温泉管理費、職員手当等９５万６,

０００円の追加は、会計年度任用職員に係る勤勉手当、旅費２万４,０００円の追加は費用弁償で

あります。

民生費は、３,０８１万円の追加であります。社会福祉総務費、旅費１８万７,０００円の追加

は、生活保護者移送に係る普通旅費。福祉センター費、職員手当等３９万４,０００円の追加は、

会計年度任用職員に係る勤勉手当。老人福祉費、繰出金５４万円の追加は、会計年度任用職員へ

の勤勉手当支給に伴う、介護保険特別会計繰出金であります。

低所得者支援給付費は、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者に対して支援するため、「新

たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯」に対して１世帯あたり１０万円を支給、また、その

世帯に扶養されている１８歳以下の児童一人あたりに５万円を支給する、給付金事業に係る関連

予算の計上であります。需用費４万９,０００円の追加は、消耗品費１万円、印刷費３万９,００

０円の追加、役務費１０万７,０００円の追加は、通信費７万４,０００円、口座振込手数料３万

３,０００円、負担金･補助及び交付金２,６９０万円の追加は低所得者支援給付金で、歳入では、

１４国庫支出金、民生費国庫補助金、低所得者支援給付金給付事業で、歳出同額の２,７０５万６,

０００円を計上いたしました。

児童措置費、職員手当等２４４万３,０００円の追加は、会計年度任用職員に係る勤勉手当、備

品購入費１９万円の追加は、業務用ガス高速オーブンの故障による更新であります。

衛生費４１万２,０００円の追加は予防費で、職員手当等３３万２,０００円の追加は、会計年

度任用職員に係る期末手当６,０００円、勤勉手当３２万６,０００円の追加、備品購入費８万円

の追加は、デジタル体重計の故障による更新であります。

農林水産業費は、１,００７万３,０００円の追加であります。農地費、委託料９７４万１,００

０円の追加は、新幹線工事に伴い営農用水送水管の移設が必要となったことによる営農用水施工

監理業務委託で、歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１,０１４万１,０００円

のうち、９７４万１,０００円を計上いたしました。

林業振興費、職員手当等３３万２,０００円の追加は、会計年度任用職員に係る勤勉手当で、歳

入では、１８繰入金、森林環境譲与税基金繰入金で、歳出同額の３３万２,０００円を計上いたし

ました。

土木費は、４,６４１万９,０００円の追加であります。土木総務費、職員手当等４９万２,００

０円の追加は、会計年度任用職員に係る勤勉手当。

都市計画総務費、委託料１,５０７万円の追加は、新幹線長万部駅交通量調査に係る測量調査設
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計委託６００万６,０００円、労務単価等の改訂により経費が増加したことによる新幹線駅周辺施

設整備計画業務委託９０６万４,０００円の追加。公有財産購入費２,５０８万８,０００円の追加

は、新幹線長万部駅東口広場用地の取得に係るもので、歳入では、１８繰入金、北海道新幹線建

設関連補償事業基金繰入金で、歳出同額の４,０１５万８,０００円を計上いたしました。

公園費、職員手当等５７６万９,０００円の追加は、会計年度任用職員に係る期末手当３１０万

８,０００円、勤勉手当２６６万１,０００円の追加であります。

消防費１２８万円の追加は、常備消防費の需用費で、新規採用職員に係る被服費であります。

教育費は、７２３万９,０００円の追加であります。事務局費、報酬１９３万円の追加は、会計

年度任用職員の一般事務員採用に伴う追加、職員手当等１４９万３,０００円の追加は、会計年度

任用職員に係る期末手当３８万９,０００円、勤勉手当１１０万４,０００円の追加、共済費８６

万５,０００円の追加は、勤勉手当の支給等に伴う社会保険料７５万７,０００円、雇用保険料９

万６,０００円、労災保険料１万２,０００円の追加であります。

小学校費、学校管理費の職員手当等３９万７,０００円、中学校費、学校管理費の職員手当等３

９万７,０００円、社会教育総務費、職員手当等３３万５,０００円、町民センター施設費、職員

手当等３９万４,０００円は、いずれも会計年度任用職員に係る勤勉手当の追加であります。

２頁をご覧ください。学習文化センター施設費、職員手当等７２万４,０００円、保健体育総務

費、職員手当等３２万８,０００円、ファミリースポーツセンター施設費、職員手当等３７万６,

０００円は、いずれも会計年度任用職員に係る勤勉手当の追加であります。

海洋センター施設費、報酬２７６万円の追加はプール監視員、委託料２７６万円の減額は施設

管理委託で、プール事業について受託可能な警備業認定業者を確保できなかったため、プール監

視業務を直営で行うこととしたことによる補正であります。

１頁にお戻りください。次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分

は省略させていただきます。

１８繰入金、財政調整基金繰入金は２,２３８万５,０００円の追加で、今回の補正で不足する

財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この基金取崩し後の、当基金残

高見込額は３億６,６３８万９,０００円となります。

以上がただいま上程されました、令和６年度長万部町一般会計補正予算（第１号）の内容であ

ります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに議会費、

５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に総務費、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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次に土木費、７頁から８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、８頁から１０頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに国庫支出金、４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第５号 令和６年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、議案第５号令和６年度長万部町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田野町民課長。

○町民課長（田野憲哉） ただいま上程されました、議案第５号令和６年度長万部町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ４４万円を追加し、補正後の予算総額を７億７７２万円と

するものであります。補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によ

りご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。総務費は、４４万円の追加であります。医療費適正化

対策費の報酬６万４,０００円の追加は、会計年度任用職員である医療事務員の報酬単価の改定に

係るもの。職員手当等３２万１,０００円の追加は、会計年度任用職員の期末手当の支給月数の変

更及び勤勉手当の新設に係るもの。共済費５万５,０００円の追加は、会計年度任用職員の報酬及

び職員手当等の増による社会保険料等の増によるものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。道支出金、保険給付費等交付金４３万８,０００円の追
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加は、特別交付金の追加であります。諸収入、雑入２,０００円の追加は、雇用保険料の追加であ

ります。

以上が、議案第５号令和６年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の提案内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁で

す。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号 令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、議案第６号令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第６号令和６年度長万部町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ５４万円を追加し、補正後の予算総額を９億２,９８４万５,

０００円とするものであります。内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によ

り、歳出からご説明いたします。

３地域支援事業費は、５４万円の追加であります。包括的支援・任意事業費、職員手当等４５

万９,０００円の追加は勤勉手当、共済費８万１,０００円追加は社会保険料で、会計年度任用職

員への勤勉手当の支給開始に伴うものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。８繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金に

５４万円の追加で、ただいま歳出で追加した人件費分を一般会計から繰り入れるものであります。

以上がただいま上程されました、議案第６号令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についての内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁で

す。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕
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討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号 令和６年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１３、議案第７号令和６年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第７号令和６年度長万部町ガス事

業会計補正予算（第１号）の内容につきましてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付してございます概要によりご説明をいたし

ます。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正で予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、

支出のガス事業費に４３万６,０００円を追加し、補正後の支出予定額を１億４,３６５万７,００

０円に改めるものでございます。

内訳では、供給販売費の職員手当等４３万６,０００円の追加で、地方自治法改正に伴う会計年

度任用職員への勤勉手当支給拡大に係る人件費の増額分でございます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出につきましては、概要

でご説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、職員給与費の合計額とな

っており、今回の人件費補正に伴い、予算第８条中「３,６４７万４,０００円」を「３,６９１万

円」に改めるものであります。

以上が、令和６年度長万部町ガス事業会計補正予算（第１号）の内容でございます。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的支出、２頁です。ありません

か。

〔「なし」の声あり〕

次に１頁をご覧ください。第３条議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 令和６年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１４、議案第８号令和６年度長万部町公共下水道事業会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第８号令和６年度長万部町公共下

水道事業会計補正予算（第１号）の内容につきましてご説明いたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付してございます概要によりご説明をいたし

ます。

今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の補正でございます。

はじめに、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち支出の下水道事業費に１,０００万円

を追加し、補正後の支出予定額を３億８,８７２万９,０００円に改めるものでございます。内訳

では、管渠費の委託料１,０００万円の追加で、新幹線建設工事に伴う陣屋町付近の雨水排水管路

調査にかかる委託費用でございます。

次に、収入の下水道事業収益に１,０００万円を追加し、補正後の収入予定額を２億５,２３５

万１,０００円に改めるものでございます。内訳では、他会計負担金のその他負担金１,０００万

円の追加で、これは先ほど支出予算でご説明をいたしました管渠費の支出費用にかかる鉄道・運

輸機構からの負担金でございます。

次に、予算第４条に定めております資本的収入及び支出についてご説明をいたします。資本的

支出に４,０００万円を追加し、５億１１１万３,０００円に改めるものでございます。内訳では、

管渠建設改良費４,０００万円の追加は、新幹線建設工事に伴い大町付近のＪＲ横断雨水管路から

大浜第３排水区にかけました雨水排水管路の実施設計にかかる費用の増額分でございます。

次に、収入になりますが、資本的収入に４,０００万円を追加し、補正後の収入予定額を５億４,

３０３万３,０００円に改めるものでございます。

内訳では、工事負担金４,０００万円の追加は、これも先ほど支出予算でご説明をいたしました

管渠建設改良費の支出費用にかかる鉄道・運輸機構からの新幹線工事関連負担金の増額分でござ

います。

以上が、令和６年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第１号）の内容であります。よろ

しくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。３

頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的収入及び支出を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。
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〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１５、議案第９号令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前病院事務長。

○病院事務長（本前武広） ただいま上程されました、議案第９号令和６年度長万部町病院事業会

計補正予算（第１号）について、その内容をご説明いたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正で、予算第３条に定めた収益的収入および支出のうち、

支出の病院事業費用に７３５万７,０００円を追加し、補正後の支出予定額を７億７,００４万４,

０００円に改めるものであります。

内訳では、給与費の手当６５８万円の追加は、期末手当が１１万８,０００円の減額、勤勉手当

が６６９万８,０００円の追加。法定福利費７７万７,０００円の追加は、共済が４７万３,０００

円の追加、社会保険料が２８万５,０００円の追加、労働保険料が１万９,０００円の追加で、地方

自治法の改正に伴い、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が拡大されたことから、人件費の増減

分について整理するものであります。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出は、概要の中でご説明し

ましたので省略させていただきます。

第３条は、予算第６条で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を改めるも

ので、給与費の追加により、予算総額を５億１,６８８万９,０００円に改めるものであります。

以上が、令和６年度長万部町病院事業会計補正予算 （第１号）の内容であります。よろしくご

審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出、３頁です。あ

りませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第３条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。
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お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎報告第１号 令和５年度長万部町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１６、報告第１号令和５年度長万部町一般会計繰越明許費に係る

歳出予算の繰越についての件を議題といたします。説明員より報告を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、報告第１号令和５年度長万部町一般会計繰越

明許費に係る歳出予算の繰越について、ご説明いたします。

本件は、本年３月の第１回町議会定例会におきまして、地方自治法第２１３条第１項の規定に

基づき、翌年度へ繰り越して使用することのご承認をいただきました３事業について、調整を行

ったもので、その内容についてご報告申し上げます。

令和５年度長万部町一般会計繰越明許費繰越計算書をご覧ください。款・総務費、項・戸籍住

民基本台帳費の、事業名「番号制度システム整備事業」から、款・商工費、項・商工費の事業名

「地域商品券交付事業」までの３つの事業につきまして、令和６年度に繰越をし、現在、それぞ

れ事業を進めております。

合計欄をご覧ください。翌年度繰越額は１,２６７万５,０００円で、この財源内訳は国道支出

金１,２６７万５,０００円となる見込みであります。

以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によりご報告いたしますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

以上をもって本件の報告を終結いたします。

◎報告第２号 令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計繰越明許費に係る歳出予算の

繰越について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１７、報告第２号令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計繰

越明許費に係る歳出予算の繰越についての件を議題といたします。説明員より報告を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、報告第２号令和５年度長万部町公共下

水道事業特別会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越につきましてご説明をいたします。

この繰越明許費につきましては、本年３月開催の第１回町議会定例会で議決をいただいており

ますが、地方自治法第２１３条の規定に基づきまして、令和５年度の歳出予算を明許繰越いたし

ましたので、同法施行令第１４６条第２項の規定によりまして、議会に報告をするものでござい

ます。
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詳細につきましては、令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書をご

覧願います。款・下水道費、項・公共下水道費、事業名、長万部終末処理場更新事業、金額３億

５,８３０万円について、翌年度繰越額３億５,８３０万円で、この財源内訳につきましては、国

庫支出金１億８,９００万円、地方債１億６,９３０万円となる見込みでございます。

以上が、令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越につい

ての報告となりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

以上をもって本件の報告を終結いたします。

◎閉会宣告

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしまし

た。

これにて令和６年第３回長万部町議会臨時会を閉会いたします。どうもお疲れ様でした。

１１時０１分 閉会


